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退
職(

失
業)

時
の

国
民
年
金
の
手
続
き

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
が
会
社
な

ど
を
退
職
し
た
場
合
、
国
民
年
金
第
1

号
被
保
険
者
へ
の
加
入
手
続
き
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
配
偶
者
が
第
3
号
被
保

険
者
の
と
き
は
、
配
偶
者
の
手
続
き
も

必
要
で
す
。
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
納
付
が

免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

持
参
物　
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も

の
、
退
職
日
が
分
か
る
書
類(

免
除
・

納
付
猶
予
を
申
請
す
る
場
合
は
離
職
票

ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
等)

申
込
場
所　

国
保
年
金
課
、

市

民
総
合
窓
口
課
、

市
民
総
合
窓
口
室

問　

国
保
年
金
課
、
下
館
年
金
事
務

所
℡
０
２
９
６
‐
２
５
‐
０
８
２
９

国
保
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成

(

２
次
募
集)

　
特
定
健
診
、
が
ん
検
診
と
の
重
複
受

診
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

対
象　
次
の
①
②
を
満
た
す
人

①
申
込
時
と
健
診
受
診
時
に
国
保
被
保

険
者
で
、
昭
和
24
年
4
月
1
日
～
昭
和

59
年
3
月
31
日
生
ま
れ(

令
和
5
年
度

に
75
歳
に
な
る
人
は
対
象
外)

②
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
な
い

定
員　
１
５
０
人(

多
数
抽
選)

受
診
可
能
医
療
機
関　
市
指
定
の
10
医

療
機
関

助
成
額　
２
万
３
千
円

申
込
・
問　
５
月
15
日
㈪
～
24
日
㈬
に

国
保
年
金
課
に
申
込
書
を
提
出

電子
国
保
年
金
課

昭
和
56
年
以
前
の
住
宅
の

無
料
耐
震
診
断
を
行
い
ま
す

対
象　
木
造
戸
建
て
住
宅
を
所
有
し
、

次
の
①
～
④
全
て
を
満
た
す
人

①
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
建
築
確

認
を
受
け
て
建
築
さ
れ
た
住
宅
で
、
階

数
が
2
階
以
下
、
延
べ
面
積
が
30
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上

②
在
来
軸
組
構
法
・
伝
統
的
構
法
で

建
て
ら
れ
た(

プ
レ
ハ
ブ
、
ツ
ー
バ
イ

フ
ォ
ー
、
丸
太
組
構
法
等
は
対
象
外)

③
過
去
に
こ
の
事
業
に
基
づ
く
耐
震
診

断
を
受
け
て
い
な
い

④
所
有
者
と
そ
の
世
帯
員
が
市
税
を
滞

納
し
て
い
な
い

定
数　
5
戸(

多
数
抽
選)

内
容　
診
断
士
と
訪
問
日
を
決
定
後
、

家
の
中
と
外
回
り
を
調
査

【
セ
ー
ル
ス
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
】

　
市
で
は
、
申
し
込
み
を
し
て
い
な
い

人
に
診
断
士
の
派
遣
や
、
改
修
工
事
の

あ
っ
せ
ん
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

申
込
期
限　
6
月
9
日
㈮

申
込
・
問　

建
築
指
導
課

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
費
の

一
部
を
補
助
し
ま
す

対
象　
次
の
①
～
④
全
て
を
満
た
す
人

①
市
が
定
め
る
通
学
路
ま
た
は
緊
急
輸

送
道
路
に
面
す
る
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
撤
去
す
る
工
事

②
交
付
決
定
前
に
工
事
に
着
手
し
て
い

な
い

③
申
請
者
が
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

④
12
月
28
日
ま
で
に
工
事
を
完
了
で
き

る
も
の

※
対
象
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
施
工
者
等
に
要

件
有
り
。

補
助
金
額　
撤
去
費
に
3
分
の
2
を
乗

じ
た
額
、
ま
た
は
撤
去
す
る
危
険
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
１
メ
ー
ト
ル
当
た
り
1
万

円(

撤
去
部
分
の
高
さ
が
１
メ
ー
ト
ル

以
下
の
場
合
は
7
千
円)

を
乗
じ
た
額

の
い
ず
れ
か
低
い
額
［
上
限
10
万
円
］

申
込
期
限　
8
月
18
日
㈮

申
込
・
問　

建
築
指
導
課

耐
震
補
強
が
必
要
な
住
宅
の
耐
震

改
修
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

対
象　
次
の
①
～
③
全
て
を
満
た
す
住

宅
の
上
部
構
造
評
点
を
1.0
以
上
に
す
る

た
め
の
補
強
・
耐
震
改
修
工
事
費
用

①
自
己
用
の
木
造
戸
建
て
住
宅

②
所
有
者
と
そ
の
世
帯
員
が
市
税
を
滞

納
し
て
い
な
い

③
耐
震
診
断
の
結
果
、
上
部
構
造
評
点

が
1.0
未
満

※
対
象
者
、
対
象
住
宅
、
設
計
者
、
施

工
者
等
に
要
件
有
り
。

定
数　
1
戸(

多
数
抽
選)

補
助
金
額　

設
計
と
工
事
に
必
要
な

経
費
の
3
割
に
相
当
す
る
額(

上
限

１
０
０
万
円)

申
込
期
限　
6
月
23
日
㈮

申
込
・
問　

建
築
指
導
課

建
築
物
を
解
体
予
定
の
人
へ

　
延
べ
面
積
80
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で

特
定
建
設
資
材(

コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
・
鉄
か
ら
な
る
建
設
資

材
、
木
材
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク

リ
ー
ト)

を
用
い
た
建
築
物
の
解
体
工

事
を
す
る
場
合
、
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法

の
届
け
出
が
必
要
で
す
。
な
お
、
解
体

工
事
に
は
自
主
施
工
を
除
き
、
建
設
リ

サ
イ
ク
ル
法
の
解
体
工
事
業
の
登
録
ま

た
は
建
設
業
の
許
可
が
必
要
で
す
。

問　

建
築
指
導
課

国
民
健
康
保
険
税
の

納
付
方
法
の
ご
確
認
を

　
令
和
５
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の
納

税
通
知
書
を
７
月
に
発
送
し
ま
す
。
納

付
方
法
を
変
更
す
る
場
合
、
口
座
振
替

依
頼
書
で
の
申
し
込
み
は
６
月
30
日
ま

で
に
、
ペ
イ
ジ
ー
・
Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振
替

受
付
サ
ー
ビ
ス
で
の
申
し
込
み
は
7
月

10
日
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
手
続
き
の
時
期
に
よ
り
、
希
望
す

る
納
付
方
法
が
納
税
通
知
書
に
記
載
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
現
金
納
付
→
口
座
振
替

口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出
、
ま
た
は
ペ

イ
ジ
ー
・
Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振
替
受
付
サ
ー

ビ
ス
で
申
し
込
み

○
振
替
方
法
の
変
更(

全
納
↕
期
別)

、

金
融
機
関
の
変
更

再
度
、
口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出
、
ま

た
は
ペ
イ
ジ
ー
・
Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振
替
受

付
サ
ー
ビ
ス
で
申
し
込
み

○
口
座
振
替
→
現
金
納
付

口
座
振
替
廃
止
届
を
提
出

問
　

収
納
課

令
和
５
年
度
特
別
障
害
者
手
当
等

と
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
額

〇
特
別
障
害
者
手
当

月
額
２
万
７
９
８
０
円

〇
障
害
児
福
祉
手
当

月
額
１
万
５
２
２
０
円

〇
特
別
児
童
扶
養
手
当

１
級
：
月
額
５
万
３
７
０
０
円

２
級
：
月
額
３
万
５
７
６
０
円

〇
在
宅
心
身
障
害
児
福
祉
手
当

月
額
３
千
円

※
障
害
児
福
祉
手
当
と
の
併
給
は
で
き

ま
せ
ん
。

問　

障
が
い
福
祉
課

℡
９
２
‐
４
９
１
９

　新型コロナワクチン接種のご案内

　新型コロナワクチンの接種期間が、令和6年3月31日まで延長されました。今年度の接種も、自己負担
はありません。重症化リスクが高い人等には、5月8日～8月31日の間に追加接種を行います。接種券は
順次発送しますが、基礎疾患等のある人および医療機関従事者等のうち、未申請の人は発行申請が必要に
なります。また、9月以降には初回接種を終了した5歳以上全ての人に接種を行う予定です。
問　 コロナワクチンコールセンター℡23-2567

～接種券の申請方法～
〇窓口( 市民総合窓口課、

市民総合窓口室、 福
祉推進課、 健康づくり課
のいずれか)
〇郵送( 健康づくり課宛
て)
〇電話(℡23-2567)
〇2次元コード

申請
(18歳以上)

申請
(5～17歳)

市HP

電子申請


